
3 

竹
間

戦
国
期
越
前
の
村
落
構
造

戦
国
期
越
前
の
村
落
構
造

竹

芳

日川
E
t
r
 

間

は
じ
め
に

先
に
旧
稿
で
戦
国
大
名
朝
倉
氏
の
領
国
で
あ
る

越
前
国
の
村
落
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

今
南
東
郡
に
含
ま
れ
て
い
た
池
田
庄
に
つ
い
て
分
析

を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
戦
国
大
名
権
力
下
の
中
間
領

主
層
の
在
地
支
配
の
あ
り
さ
ま
と
、
庄
園
鎮
守
・
村

堂
の
分
析
を
中
心
に
、
村
落
の
様
相
に
つ
い
て
の
検

討
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
名
の
構
成
、
領
主
層
と
年

貢
収
取
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ
と
が
で

き
ず
、
多
く
の
課
題
を
残
し
た
。

池
田
庄
は
大
き
く
分
け
て
、
上
庄
と
下
庄
の
二
つ

の
領
域
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
旧
稿
で
は
主
に
上

庄
の
実
態
の
解
明
を
め
ざ
し
た
。
一
方
、
名
の
構
成
、

年
貢
収
取
の
問
題
な
ど
に
関
す
る
史
料
は
、
下
庄
の

中
に
含
ま
れ
て
い
た
水
海
村
の
鵜
甘
神
社
原
神
主
家

に
多
く
が
伝
来
し
て
い
る
。
原
家
は
鵜
甘
神
社
の
神

官
で
あ
り
、
当
家
が
保
存
し
て
い
る
文
書
は
、
本
来

こ
の
神
社
に
伝
来
し
た
文
書
と
、
同
村
の
田
中
治

(
次
)
郎
左
衛
門
家
に
伝
来
し
た
村
方
文
書
か
ら
な

も
)
こ
の
う
ち
、
中
世
文
書
は
一
四
二
五
年
(
応
永

三
十
二

)

1
一
五
八
八
年
(
天
正
十
六
年
)
に
か
け

て
二
十
四
点
あ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
土
地
の
売
券
、

譲
状
、
預
け
状
、
波
状
、
替
状
で
あ
勺
)
戦
国
末
期

(
永
禄
期
)
か
ら
近
世
初
期
(
慶
長
期
)
の
移
行
期

の
村
落
の
実
態
を
一
示
す
史
料
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
中
に
は
、
戦
国
大
名
や
在
地
領
主
ら
の
発

給
し
た
文
書
は
一
切
存
在
せ
ず
、
そ
の
全
て
が
村
落

住
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
平
山
優
氏
は
、
戦
国
か
ら
近
世
へ
の

移
行
期
の
村
落
に
お
け
る
地
主
的
土
地
所
有
拡
大
の

問
題
に
着
目
し
、
土
豪
層
や
有
力
農
民
の
動
向
に
つ

い
て
武
田
領
国
を
事
例
に
分
析
を
行
い
つ
)
彼
等
が
兵

と
な
っ
て
離
村
す
る
か
、
農
と
し
て
村
に
残
る
か
は

自
ら
の
主
体
的
選
択
に
か
か
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
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る
。
そ
し
て
、
地
主
的
拡
大
↓
村
落
内
部
で
の
矛
盾

の
激
化
↓
兵
農
分
離
と
い
っ
た
従
来
の
シ
ェ
ー
マ
に

つ
い
て
再
検
討
の
必
要
性
を
問
題
提
起
し
て
い
る
。

一
方
、
本
文
で
詳
細
に
触
れ
る
が
、
池
田
庄
水
海

村
に
お
い
て
も
、
永
禄
期
以
降
、
顕
著
な
地
主
的
土

地
所
有
拡
大
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
に
関
す
る
史
料

は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
全
て
が
村
落
住
人
に
よ
っ

て
書
か
れ
て
お
り
、
領
主
層
に
よ
っ
て
作
成
き
れ
た

も
の
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
同
地
域
の
移
行
期
の
地

主
的
土
地
所
有
拡
大
の
状
況
に
つ
い
て
、
領
主
側
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
村
落
住
人
側
の
立
場
か
ら
解
明

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
は
た
し
て
、

越
前
回
の
一
村
落
池
田
庄
で
は
い
か
に
し
て
、
住
人

た
ち
が
移
行
期
を
の
り
越
え
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う

カ
以
上
の
点
を
ふ
ま
え
、
今
回
の
小
稿
で
は
同
文
書

を
利
用
し
て
、
平
山
氏
の
問
題
提
起
に
留
意
し
つ
つ
、

村
落
住
人
側
の
立
場
か
ら
、
当
時
の
土
地
売
買
等
の

分
析
を
通
し
て
、
移
行
期
の
池
田
下
庄
の
村
落
構
造

に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。

池
田
庄
水
海
に
は
、
一
五
七
三
年
(
天
正
元
)
当

時
、
地
蔵
堂
村
・
西
村
・
上
ノ
村
・
井
ノ
口
村
・
堂

(
道
)
村
・
上
宮
地
村
が
小
村
と
し
て
存
在
し
て
い

ら
)
同
時
期
、
上
庄
で
は
池
田
氏
が
在
地
領
主
と
し

て
支
配
を
行
っ
て
い
た
行
)
下
庄
に
は
池
田
氏
の
発

給
文
書
は
全
く
伝
来
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

池
田
氏
の
支
配
権
は
、
上
庄
に
限
ら
れ
て
お
り
下
庄

に
ま
で
は
及
ば
な
か
っ
た
と
み
な
せ
る
。

下
庄
の
支
配
に
関
し
て
、
一
五
三
五
年
(
天
文

四
)
に
代
官
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
周
年
以
下
の

様
な
藤
五
郎
国
末
名
目
頭
職
請
文
が
作
成
さ
れ
て
い

守合

乍
恐
以
一
氏
巾
申
上
候
、

(
勘
当
)

右
之
子
細
者
各
御
い
見
の
な
さ
れ
、
御
か
ん
た
う

御
ゆ
る
し
候
に
付
而
、
殊
国
末
名
之
田
頭
し
き
譲

被
下
候
上
者
、
於
後
日
い
さ
〉
か
い
吋
ち
γ
仕
候
問

敷
候
、
万
一
ふ
か
う
之
儀
候
者
、
為
御
代
官
被
田

頭
し
き
め
し
は
な
さ
れ
へ
く
候
、
其
時
停
事
之

子
細
申
問
敷
候
、
の
一
民
巾
之
状
如
件
、

住

池
田
下
庄
水
海
村
主
人

天
文
四
年
記
弐
月
拾
五
日
藤
五
郎
(
花
押
)

道
泉
御
坊

氏
家
美
作
守
殿
町

藤
五
郎
は
、
父
道
泉
か
ら
勘
当
を
許
さ
れ
て
、
田

頭
職
を
譲
ら
れ
た
が
、
今
後
万
が
一
親
不
孝
を
し
た

ら
、
代
官
が
田
頭
職
を
召
し
上
げ
る
と
い
う
内
容
を

記
し
て
い
る
。

史
料
中
の
代
官
と
は
、
氏
家
美
作
守
の
こ
と
で
、

池
田
庄
の
上
級
領
主
鞍
谷
氏
の
被
官
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
わ
)
こ
こ
で
、
代
宮
は
、
年
貢
収
取
(
団
地

の
管
理
)
を
行
う
田
頭
職
の
任
免
権
を
保
持
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
一
五
六
一
年
(
永
禄
四
)
十
二
月
二
十
八

日
付
「
太
郎
五
郎
兵
衛
団
地
売
券
」
と
一
五
六
三
年

(
永
禄
六
)
三
月
十
八
日
「
親
兵
衛
名
目
渡
的
に

代
官
が
登
場
し
て
い
る
。

前
者
で
は
、
田
地
の
売
買
に
関
し
、
売
主
側
が

「
又
我
我
子
々
孫
々
と
し
て
申
違
乱
煩
申
者
出
来
候

者
、
此
証
文
を
御
代
官
殿
御
目
に
懸
、
御
批
判
候
て

急
度
御
成
敗
可
有
候
、
」
と
あ
り
、
団
地
売
買
後
の

紛
争
に
際
し
て
、
代
官
が
そ
の
裁
定
に
関
わ
っ
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
後
者
で
は
、
「
但
此
団
地

ニ
御
服
五
百
六
十
七
文
、
納
所
壱
貫
捨
文
、
漆
銭
十

五
文
、
吉
書
五
十
文
、
御
代
官
江
、
」
と
あ
り
、
代

官
の
役
割
と
し
て
、
御
服
(
公
事
)
・
納
所
(
年

貢
)
・
漆
銭
・
士
口
書
費
用
の
徴
収
が
あ
っ
た
。

代
官
の
主
人
鞍
谷
氏
は
、
一
四
八
六
年
(
文
明
十

八
)
以
降
か
ら
味
真
野
の
鞍
谷
御
所
に
移
住
し
、
一
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五
八
一
年
(
天
正
九
)
の
佐
々
成
政
の
越
中
分
封
に

伴
い
、
越
中
へ
移
従
す
る
ま
で
、
池
田
庄
の
上
級
領

主
と
し
て
支
配
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
匂

以
上
の
よ
う
に
、
越
前
守
護
斯
波
氏
の
系
譜
を
引

く
鞍
谷
氏
が
池
田
庄
の
上
級
権
力
と
し
て
存
在
し
、

上
庄
は
在
地
領
主
池
田
氏
が
支
配
を
行
い
、
下
庄
は

鞍
谷
氏
の
代
官
が
支
配
を
行
っ
て
い
た
。
そ
し
て
一

五
三
五
年
(
天
文
四
)
段
階
で
の
代
官
は
、
鞍
谷
氏

の
被
官
と
目
さ
れ
る
氏
家
美
作
守
が
就
任
し
て
い
た
。

池
田
氏
、
さ
ら
に
氏
家
氏
な
ど
の
代
官
は
、
と
も

に
上
級
権
力
鞍
谷
氏
の
配
下
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
上

庄
・
下
庄
の
現
地
支
配
に
当
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

っ
た
が
、
在
地
領
、
王
や
代
官
が
支
配
、
管
理
し
て
い

た
現
地
の
村
落
構
造
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
、
っ
か
。

鞍
谷
氏
が
越
中
へ
移
従
す
る
前
年
で
あ
る
一
五
八

O
年
(
天
正
八
)
に
次
の
よ
う
な
団
地
渡
状
が
書
か

れ
て
い
る
。

我
等
谷
中
へ
上
申
分

て
ミ
や
谷
ま
へ
は
し
の
つ
め
、
ミ
ち
上
下
ニ
あ

nリ

(
政
)

一
、
ま
ん
所
屋
し
き
、
有
つ
ほ
ミ
つ
も
と
ニ
有
、

竹
間

戦
国
期
越
前
の
村
落
構
造

一
、
す
け
も
と
谷
ひ
へ
田

以
上

右
之
分
、
そ
う
谷
へ
渡
し
申
上
者
、

敷
候
、
如
件
、

水
ミ
村
之

天
正
八
年
十
一
月
十
七
日
五
郎
左
衛
門
(
花
押
)

水
ミ
村

惣
谷
中

こ
の
渡
状
か
ら
、

代
官
の
支
配
拠
点

で
あ
り
、
村
人
の

共
同
施
設
と
も
考

え
ら
れ
る
政
所
の

存
在
が
確
認
で
き

匂
き
ら
に
、
文

中
の
す
け
も
と
谷

に
関
し
て
で
あ
る

が
、
水
海
村
に
は

も
と
も
と
、
助
元

名
と
い
う
名
称
を

持
つ
名
目
が
存
在

し
て
お

h)
一
五

右
三
カ
所
之
本
せ
ん

六
百
六
十
壱
文
也
、

い
ら
ん
申
間

(
日
)

宇
品
い
↓
h
v
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て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
谷
が
村
落
の
自
治
三
郎
ひ
ゃ
う
へ
」
「
す
け
と
う
五
郎
衛
」
「
す
け
も

組
織
と
し
て
出
現
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
渡
と
衛
」
「
く
に
末
さ
へ
も
ん
太
郎
」
の
様
に
名
の
名

状
の
中
の
「
ミ
や
谷
」
寸
す
け
も
と
谷
」
も
そ
の
一
称
を
付
け
て
い
る
者
が
あ
り
、
既
に
こ
の
当
時
、
名

つ
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
天
正
期
を
境
に
、
名
の
解
主
を
中
心
と
し
た
各
名
の
連
合
組
織
で
あ
る
寸
御
百

体
過
程
の
中
で
、
各
名
が
谷
へ
と
移
行
し
た
も
の
と
姓
中
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
御

思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
水
海
の
地
形
は
、
足
羽
川
百
姓
中
こ
そ
が
、
水
海
の
自
治
組
織
H
惣
で
あ
っ
た

支
流
の
水
海
川
を
は
き
む
谷
と
し
て
発
達
し
て
い
た
。
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
近
世
の
移
行

(図

1
参
照
)
し
た
が
っ
て
、
名
が
解
体
す
る
中
で
、
期
に
お
い
て
、
名
の
連
合
休
日
惣
で
あ
る
「
御
百
姓

村
落
自
治
組
織
と
し
て
谷
の
名
称
が
登
場
す
る
こ
と
中
」
が
、
名
の
解
体
に
伴
い
谷
H
惣
の
連
合
組
織
で

は
自
然
な
流
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
各
谷
が
連
合
し
あ
る
「
惣
谷
中
」
へ
と
変
様
し
、
こ
れ
が
少
な
く
と

た
水
海
村
の
惣
百
姓
の
自
治
組
織
が
「
水
海
村
惣
谷
も
近
世
初
頭
ま
で
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

中
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
近
世
こ
の
名
の
解
体
過
程
に
伴
う
水
海
の
自
治
組
織
の

初
頭
の
一
六

O
O
年
(
慶
長
五
)
九
月
十
八
日
付
の
変
化
、
す
な
わ
ち
「
御
百
性
中
」
↓
「
惣
谷
中
」
引

(

M

)

(

諸
)

「
左
衛
門
二
郎
団
地
請
取
状
」
に
は
、
寸
少
や
く
ハ
の
変
化
に
対
し
て
、
戦
国
大
名
、
在
地
領
主
な
ど
の

(
公
方
)

く
ほ
う
様
谷
の
な
ミ
に
可
仕
候
、
」
と
あ
り
、
当
時
権
力
が
関
与
し
た
形
跡
は
全
く
な
い
。
つ
ま
り
、
水

谷
が
、
「
固
な
み
」
「
郡
な
み
L

「
郷
な
み
」
と
同
海
の
惣
の
構
成
は
、
あ
く
ま
で
住
人
の
主
体
的
意
志

様
な
使
わ
れ
か
た
を
し
て
お
り
、
一
定
の
地
域
の
単
決
定
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て
権
力
側

位
と
し
て
の
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
の
政
策
に
よ
っ
て
現
実
化
し
た
も
の
で
は
な
い
。

各
谷
の
名
称
の
変
化
の
時
期
を
確
定
す
る
こ
と
は
そ
れ
で
は
、
惣
谷
中
の
下
部
組
織
で
あ
る
、
水
海

で
き
な
い
が
、
既
に
一
四
七
七
年
(
文
明
九
)
十
二
村
の
小
村
の
自
治
組
織
で
あ
る
惣
は
、
ど
の
よ
う
に

月
二
十
日
の
名
田
売
券
匂
「
御
百
性
中
の
名
目
」
運
営
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
小
村

と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
署
名
者
一
四
名
中
に
「
い
の
一
つ
で
あ
っ
た
西
村
の
事
例
を
取
り
あ
げ
て
み
た

へ
ふ
さ
ひ
ゃ
う
へ
」
「
貞
ま
さ
さ
へ
も
ん
」
「
か
う
い
。

永
代
下
申
西
村
御
地
蔵
之
御
神
田
之
事

合
弐
ケ
所
者
分
米
四
石
也
、
過
一
一
ω
試
お
軒
臨
哨
り
、

右
之
団
地
者
、
不
作
有
ニ
付
て
分
米
壱
石
八
斗
ニ

相
定
申
、
永
代
お
ろ
し
申
候
、
但
不
作
は
り
明
候

共
違
乱
煩
有
間
敷
候
、
但
未
進
有
付
て
者
村
衆
へ

進
退
可
申
候
、
の
而
永
代
之
下
状
如
件
、

お
ろ
し
主
西
村
惣
代
道
善
(
花
押
)

元
亀
参
年
正
月
十
九
日
下
田
中
(
花
押
)

良
光
左
衛
門
(
花
押
)

彦
九
郎
兵
衛
(
花
押
)

善
空
兵
衛
(
略
押
)

上
田
中
兵
衛
太
郎
(
花
押
)

下
回
中

次
郎
右
衛
門
人
)

西
村
に
は
、
村
が
共
同
管
理
を
す
る
、
個
人
の
所

有
物
で
は
な
い
村
持
の
地
蔵
堂
が
あ
り
、
神
事
を
共

同
に
行
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
地
蔵
堂
の
神
事

費
用
拠
出
の
為
の
神
田
は
、
も
と
も
と
村
衆
が
進
退

し
て
い
た
が
、
「
不
作
有
ニ
付
て
」
ニ
ケ
所
を
、
下

田
中
次
郎
右
衛
門
に
対
し
て
、
永
代
に
わ
た
り
小
作

に
出
し
た
。
そ
の
時
の
神
田
の
お
ろ
し
主
H
小
作
に

出
し
た
主
は
、
道
善
ら
六
名
の
惣
代
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
地
蔵
神
田
は
村
衆
が
進
退
し
て
い
た
が
、
具
体
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的
に
は
村
衆
の
代
表
で
あ
る
惣
代
に
よ
っ
て
共
同
管
り
、
必
ず
し
も
惣
代
が
上
層
農
民
の
み
で
構
成
さ
れ

理
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
六
名
中
、
名
字
を
て
い
た
わ
け
で
な
か
っ
た
。
西
村
に
お
い
て
は
、
惣

冠
す
る
者
が
、
下
回
中
、
上
田
中
兵
衛
太
郎
の
二
名
、
代
は
特
権
階
級
で
あ
る
上
層
農
民
の
独
占
的
地
位
を

花
押
を
署
し
た
者
が
五
名
で
、
善
空
兵
衛
が
略
押
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
村
衆
か
ら
選
ば

署
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
惣
代
の
中
に
も
階
層
れ
た
惣
の
代
表
者
で
あ
っ
た
と
み
な
せ
る
。

差

が

見

い

出

さ

れ

る

。

先

に

紹

介

し

た

よ

う

に

、

一

五

七

三

年

(

天

正

以
上
の
点
か
ら
、
水
海
村
の
小
村
西
村
は
、
地
蔵
元
)
段
階
に
は
、
水
海
村
に
は
小
村
と
し
て
西
村
以

堂
に
結
集
し
た
村
衆
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
外
に
、
地
蔵
堂
村
・
上
の
村
・
井
ノ
口
村
・
堂
村
・

の
運
営
は
代
表
者
で
あ
る
惣
代
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
上
宮
地
村
が
存
立
し
て
い
た
。
地
蔵
堂
村
、
堂
村
、

い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
惣
代
U
惣
の
代
表
が
存
上
宮
地
村
は
そ
の
村
名
が
示
す
如
く
、
村
堂
や
村
の

耐
、
在
す
る
以
宮
(
社
)
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た

団
惣
上
、
西
村
上
の
村
で
は
、
一
四
八
一
年
(
文
明
十
三
)
二
月
二

が
自
律
的
十
二
日
上
ノ
村
之
住
人
め
う
れ
ん
が
、
「
百
文
由
回
お

(

上

野

)

(

道

場

)

集
団
U
惣
永
代
う
わ
の
村
た
う
ち
ゃ
う
や
し
き
に
き
し
ぬ
仕
候

で
あ
っ
た
う
へ
ん
斗
と
あ
り
、
こ
こ
で
も
道
場
の
存
在
が
確
認

こ
と
が
わ
で
き
る
。
井
口
村
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
お

か
る
。
そ
そ
ら
く
こ
れ
ら
水
海
村
の
小
村
は
、
彼
等
の
結
集
の

の
中
に
は
、
拠
点
と
な
っ
た
村
堂
を
中
心
に
、
水
海
村
の
下
部
組

善
空
兵
衛
織
で
あ
る
惣
H
自
律
的
集
団
と
し
て
存
立
し
て
い
た

の
如
く
略
も
の
と
思
わ
れ
る
。
西
村
の
例
か
ら
す
る
と
、
各
惣

押
を
署
す
は
村
衆
の
代
表
者
で
あ
る
惣
代
を
中
心
に
運
営
さ
れ

る
者
が
含
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
各
惣
が
連
合
し
た
も

ま
れ
て
お
の
が
「
御
百
姓
中
」
で
あ
り
、
や
が
て
戦
国
期
1
近

水海村惣谷中(もとの百姓中)
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竹
間

堂村
惣

上の村井口村
惣惣

図 2

西村
惣

地蔵堂村
惣

戦
国
期
越
前
の
村
落
構
造

世
の
移
行
期
に
「
惣
谷
中
L

へ
と
変
貌
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

以
上
、
水
海
村
の
支
配
構
造
、
村
落
構
造
に
つ
い

て
分
析
を
行
っ
た
が
、
次
節
で
は
年
貢
な
ど
の
租
税

収
取
の
問
題
、
さ
ら
に
地
主
的
土
地
所
有
拡
大
に
つ

い
て
土
地
に
関
す
る
売
券
、
譲
状
、
預
状
を
も
と
に
、

考
察
し
た
い
。

一一一、前
述
し
た
如
く
、
戦
国
期
の
池
田
下
庄
で
は
上
級

権
力
鞍
谷
氏
の
代
官
が
、
年
貢
・
公
事
・
吉
書
費
用

を
徴
収
し
て
い
た
が
、
代
{
目
の
下
で
年
貢
徴
収
は
田

頭
が
行
い
、
公
事
徴
収
は
番
頭
が
行
っ
て
い
句
。
)

一
五
三
五
年
(
天
文
四
)
三
月
十
五
日
付
「
浄
観

屋
敷
譲
状
」
に
は
、

ゆ
つ
り
わ
た
す
江
三
郎
名
之
内
、
め
う
け
う
屋
し

き
壱
所
、
年
貢
米
弐
斗
五
升
之
内
五
升
ハ
公
方
年

貢
也
、
親
名
衛
門
次
郎
方
へ
と
る
へ
く
候
、
残
而

内
徳
弐
斗
之
内
壱
斗
分
永
代
ゆ
つ
り
わ
た
す
処
実

正
也
、
衛
門
次
郎
か
た
よ
り
知
行
す
へ
く
候
、

と
あ
り
、
浄
観
は
左
衛
門
三
郎
に
江
三
郎
名
の
め

う
け
う
屋
敷
一
ケ
所
を
譲
り
渡
し
た
。
こ
の
地
の
年

貢
米
は
二
斗
五
升
で
、
こ
の
内
公
方
年
貢
H
本
年
貢

(
領
主
で
あ
る
鞍
谷
氏
へ
納
め
る
年
貢
)
は
五
升
で
、
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こ
れ
は
親
名
主
で
あ
る
衛
門
次
郎
方
へ
納
め
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
。

水
海
村
の
名
は
、
「
A
ロ
か
う
二
一
郎
名
八
分
ご

「
国
末
名
十
六
分
ご
「
清
友
名
四
分
ご
の
よ
う

に
分
数
に
分
割
さ
れ
て
い
~
。
)
こ
れ
ら
分
数
分
割
名

を
統
轄
し
、
名
の
公
方
年
貢
徴
収
の
任
に
あ
た
っ
て

い
た
の
が
、
衛
門
次
郎
な
ど
の
親
名
主
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
浄
観
は
三
年
後
の
正
月
二
十
四
日
に

も
左
衛
門
三
郎
に
家
房
名
二
十
分
一
を
譲
り
渡
し
て

い
匂
こ
の
よ
う
に
、
偶
人
が
複
数
の
異
な
っ
た
親

名
に
属
す
る
分
数
分
割
名
の
個
別
進
退
権
を
保
持
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
親
名
、
王
は
、
各
分
数
分
割

路

退

名

か

ら

、

M
K
品

雌

田

頭

と

し

矧

値

て

年

貢

を

徴
収
し
、

番
頭
と
し

て
公
事
を

徴
収
し
て

い
た
。
そ

し
て
、
こ

れ
ら
分
数

分
割
名
か

8 

公方=鞍谷氏

代官

親名=親名主が統轄
若
越
郷
土
研
究

四
十
二
巻
一
号

分数分割名

品
個別進退

図 3

分数分割名

品
個別進退

ら
徴
収
し
た
年
貢
・
公
事
を
親
名
と
し
て
ま
と
め
て
、

代
官
に
納
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
土
地
の
移
動
と
税
の
問
題
に
つ
い
て
具
体

的
に
分
析
し
、
土
地
を
め
ぐ
る
税
負
担
の
複
雑
な
関

係
を
整
理
し
て
み
た
い
。

①
永
代
譲
渡
家
房
名
之
内
下
地
之
事

(
永
町
)

有
坪
ハ
め
い
月
野
、
東
ハ
延
友
名
を
境
、
南
ハ
郷
を
境
、

合
壱
所
者
郷
之
そ
三
田
四
ま
い
あ
り
、
西
ハ
岸
を
境
、
北
ハ
み
ち

を
さ
ー
刀

ν
な
り

申
候
、
但
此
名
ニ
御
服
弐
両
分
番
頭
方
へ
納
所
、

壱
貫
八
文
八
幡
放
生
会
、
七
升
飯
米
、
三
升
餅
米
、

三
升
酒
米
、
於
此
外
ニ
臨
時
天
役
あ
る
間
敷
候
、

此
御
名
内
地
子
上
米
御
つ
な
き
候
て
沙
汰
召
れ
へ

(
鞍
)

〈
候
、
但
違
乱
煩
申
者
候
ハ
¥
く
ら
谷
殿
御

(
労
)

ら
う
を
ふ
ん
し
さ
せ
ら
れ
候
、
証
文
我
ら
方
に
御

き
候
程
ニ
、
何
時
に
て
候
へ
御
公
方
御
目
か
け
、

急
度
御
成
敗
可
有
候
、
の
状
如
件
、

此
名
内
よ
り
我
々
五
百
文
本

永
代
進
退
仕
候
て
、
此
外
壱

粒
壱
銭
取
申
間
敷
候
、

右
彼
下
地
ハ
、
雄
得
議
親
ニ
て
候
者
よ
り
、
我
々

子
ニ
て
候
五
郎
ニ
永
代
譲
渡
所
実
正
也
、
斗
代
ハ

弐
石
五
斗
、
此
内
壱
石
弐
斗
五
升
、
又
此
内
よ
り

五
升
公
方
年
貢
沙
汰
候
て
永
代
知
行
可
有
候
、
段

銭
ハ
半
分
な
り
、
此
外
一
一
臨
時
天
役
万
雑
御
公
事

な

と

一

円

ニ

あ

る

間

敷

候

、

又

子

々

孫

々

又

ハ

名

ま

い

匂

)

つ
れ
な
と
申
候
て
、
蒐
角
違
乱
煩
申
者
出
来
候
①
、
②
の
二
つ
の
譲
状
と
預
け
状
か
ら
、
名
田
の

(

批

)

(

車

賊

)

ハ
¥
公
方
地
下
之
御
此
判
と
し
て
堅
た
う
そ
く
所
有
権
の
譲
渡
に
伴
い
、
租
税
負
担
の
義
務
が
新
し

の
御
罪
科
可
有
候
、
其
時
一
口
之
子
細
申
問
敷
候
、
い
所
有
者
に
移
行
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

の

為

後

日

永

代

之

譲

状

如

件

、

す

な

わ

ち

、

土

地

所

有

権

と

そ

れ

に

伴

う

一

定

の

諸

永
正
十
三
年
十
二
月
三
日
妙
忍
(
略
押
)
年
貢
、
雑
税
の
負
担
義
務
は
一
体
化
し
て
い
た
の
で

譲

主

井

口

村

之

住

人

あ

る

。

こ

れ

に

よ

っ

て

、

諸

年

貢

、

公

事

の

収

取

体

②
永
代
預
ケ
申
清
友
名
四
分
一
之
事
形
が
維
持
さ
れ
て
お
り
、
租
税
が
完
納
さ
れ
て
い
た
。

合
四
寸
壱
者
、
石
債
次
郎
衛
門
分
一
方
、
公
方
年
貢
、
段
銭
、
御
服
、
八
幡
宮
の
神
事

右
彼
御
名
者
現
銭
七
百
文
れ
い
に
て
永
代
あ
つ
け
費
用
な
ど
一
定
の
諸
年
貢
、
公
事
は
完
納
が
義
務
づ

預
ケ
主
谷
口

永
禄
参
年
十
二
月
十
八
日
大
兵
衛
(
花
押
)

水
海
村

下
回
中
左
衛
門
殿

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
諸
税
、
臨
時
の
雑
能
力
を
持
つ
裁
定
者
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

税
に
関
し
て
は
、
「
此
外
ニ
臨
時
天
役
万
雑
公
事
な
と
こ
ろ
で
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
池
田
下
庄
に
お

と
一
円
ニ
あ
る
間
敷
候
、
」
「
於
此
外
ニ
臨
時
天
役
い
て
、
永
禄
期
以
降
地
主
的
土
地
所
有
拡
大
が
顕
著

あ
る
間
敷
候
、
し
と
い
う
よ
う
に
、
収
奪
さ
れ
る
こ
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
一
五
六

O
年
(
永
禄
三
)

と
は
抑
制
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
体
制
に
よ
っ

i
一
六

O
O年
(
慶
長
五
)
に
か
け
て
、
下
田
中
次

て
、
租
税
徴
収
に
お
け
る
在
地
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
郎
左
衛
門
が
土
地
を
集
積
し
て
い
る
。
図
4
に
、
こ

い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
在
地
秩
序
の
保
証
者
が
、
の
土
地
集
積
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
。
(
典
拠
文

寸
公
方
地
下
」
「
く
ら
谷
殿
し
で
あ
っ
た
。
在
地
秩
書
は
、
全
て
「
鵜
甘
神
社
原
神
主
家
文
書
」
『
福
井

序
の
維
持
者
、
保
証
者
と
し
て
公
方
H
鞍
谷
氏
と
地
県
史
』
資
料
編
6
で
あ
る
。
)

下
が
対
立
す
る
こ
と
な
く
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
年
代
、
前
後
関
係
か
ら
み
て
、
下
回
中
左
衛
門
、

ち
な
み
に
水
海
村
に
お
い
て
、
譲
状
、
売
券
等
の
罪
下
回
中
左
衛
門
粍
郎
、
下
回
点
配
郎
左
衛
門
は
同
一

科
文
言
に
裁
許
の
主
体
と
し
て
地
下
が
加
わ
っ
て
い
人
物
か
、
同
じ
一
族
の
者
で
あ
ろ
う
。
下
田
中
左
衛

る
の
は
、
一
五
一
六
年
(
永
正
十
三
)
を
上
限
と
し
円
次
郎
は
、
殿
と
称
さ
れ
て
い
る
の
で
、
地
侍
層
な

で
お
り
、
こ
れ
以
降
は
、
も
っ
ぱ
ら
裁
許
の
主
体
は
い
し
は
、
有
力
農
民
日
親
名
主
と
考
え
ら
れ
る
。
ち

公
方
に
な
っ
て
い
る
。
公
方
U
領
主
(
一
五
八
一
年
な
み
に
、
下
回
中
次
郎
左
衛
門
家
は
近
世
の
回

(
次
)

ま
で
は
鞍
谷
氏
)
の
存
在
理
由
の
一
つ
が
、
在
地
秩
中
治
郎
左
衛
門
家
の
こ
と
と
考
、
え
ら
れ
、
同
家
は

序
の
維
持
で
あ
り
、
こ
れ
は
決
し
て
領
主
側
の
一
方
代
々
庄
屋
な
ど
の
村
役
人
を
勤
め
、
鯖
江
藩
の
大
庄

的
な
施
策
で
は
な
く
、
む
し
ろ
村
落
住
民
側
か
ら
求
屋
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
ふ
必
)
永
禄
期
以
降
、
下
田
中

め
た
役
割
で
あ
っ
た
点
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
家
に
土
地
が
集
積
す
る
背
景
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ

文
明
期
以
降
在
地
の
住
民
間
で
は
土
地
の
所
有
権
を
ろ
う
か
。

め
ぐ
り
、
「
子
々
孫
々
又
ハ
名
つ
れ
な
と
申
候
て
、
二
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
一
五
七
二
年
(
元
亀

蒐
角
違
乱
煩
申
出
来
」
と
い
っ
た
状
況
H
激
し
い
矛
一
二
)
一
月
十
九
日
付
で
西
村
の
道
善
ら
惣
代
六
名
は
、

盾
、
紛
争
が
頻
発
し
て
お
り
、
こ
れ
を
収
拾
さ
せ
る
下
田
中
次
郎
右
衛
門
に
対
し
て
、
「
不
作
有
ニ
付

竹
間

戦
国
期
越
前
の
村
落
構
造

文書No. 年月日 フEの所有者 土地の集積内容

13号 1560 (永禄3)12.18
谷口大兵衛 下田中左衛門へ清友名四分 を七百文で永代

預ける

14号 1561 (永禄4)12.15 
堂村太郎五郎兵衛 下弐斗回で中左永代衛売門渡郎すへ助遠名 十 分 を壱石

15号 1561 (永禄4)12.17 水太海郎五村つ郎ほえ内 下回生左衛門司5へすItとう名十分壱を
壱石官斗で永代つりわたす

16号 1561 (永禄4)12.28 
堂村太郎五郎兵へ 下売渡回す中左衛門次郎へ助遠名抜地をぢ斗で永代

17号 1562 (水禄5)4.17 忠見相久 下回中所へ団地を永代預ける

18号 1563(永禄6)3.18 
谷口親兵衛 下回中左衛門へ清友名四分 を弐貫文で永代 1

渡す

19号 1565 (永格的6.2 井ム口村衛 工田字左衛門次郎へ定末名四分抜地を永代 1

ノ、兵太郎 フui度

21号 1573 (天正1)12.27 上宮地村小四郎 下回中次郎左衛門へ国末名八分 を本代渡す

23号 1588(天王16)12.10 賀与宝左社衛祝門
下田中 郎左衛門尉と団地を永代替る

24号 1588(天正16)12.15 井左衛/口村郎しんかうの 下回中 郎左衛門尉と団地を永代替る

門ニ

図 4
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が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
月
十
八
日
当
時
の
支
配
者
に
至
る
ま
か
羽
)
地
主
的
土

土
地
所
有
権
の
移
動
、
集
積
が
、
凶
作
を
転
機
と
し
地
所
有
拡
大
の
当
事
者
で
あ
る
下
田
中
左
衛
門
次
郎

こ
れ
に
先
だ
っ
一
五
六
二
年
(
永
禄
五
)
四
月
十
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
凶
作
に
よ
っ
が
、
武
家
被
官
に
な
っ
た
形
跡
は
全
く
な
い
。
ま
た
、

七
日
付
「
忠
見
相
久
団
地
預
け
的
に
は
、
寸
右
之
て
、
農
民
ら
が
年
貢
、
公
事
を
完
納
す
る
こ
と
が
不
下
田
中
氏
以
外
の
有
力
農
民
に
関
し
て
も
、
武
家
被

団
地
ハ
、
先
作
種
々
わ
ひ
事
申
候
共
」
と
あ
り
、
作
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
打
開
策
の
一
環
と
し
て
地
主
官
に
な
っ
た
者
は
一
人
も
確
認
で
き
な
い
。
彼
等
が

柄

が

悪

い

状

況

が

窺

え

る

。

的

土

地

所

有

拡

大

が

展

開

し

て

い

っ

た

も

の

と

考

え

水

海

村

惣

谷

中

で

指

導

的

地

位

に

つ

い

て

い

た

と

し

藤
木
久
志
氏
は
中
世
の
飢
健
、
凶
作
の
デ

l
夕
べ
ら
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
土
地
所
有
権
が
変
て
も
、
さ
ら
に
武
家
被
官
と
な
る
こ
と
で
、
支
配
的

l
ス
を
作
成
し
、
特
に
戦
国
時
代
の
永
禄
年
中
ご
更
さ
れ
れ
ば
、
諸
年
貢
・
雑
税
の
負
担
義
務
は
、
新
地
位
に
上
昇
す
る
こ
と
を
指
向
し
て
い
た
と
は
み
な

五
八
j
七

O
)
に
は
、
全
国
的
に
深
刻
な
飢
鍾
の
状
た
な
所
有
者
へ
と
移
行
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
年
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

況
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
匂
特
に
、
一
五
貢
・
公
事
の
収
取
体
制
が
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
下
回
中
氏
は
、
戦
国
末
期
に
顕
著
な
地
主
的
土
地

六
一
年
(
永
禄
囚
)
に
は
加
賀
で
は
寸
天
下
大
疫
病
、
る
。
売
主
、
預
け
主
は
、
土
地
を
手
離
す
こ
と
に
よ
拡
大
を
行
っ
た
が
、
領
主
化
へ
の
道
は
一
切
指
向
せ

多
死
」
と
い
う
状
況
(
出
典
は
『
産
福
寺
年
代
り
、
そ
の
土
地
に
伴
う
貢
納
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
た
ず
に
、
近
世
に
至
っ
て
庄
屋
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

記
』
)
で
あ
っ
た
。
藤
木
氏
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
村
の
有
力
者
で
あ
こ
こ
に
、
戦
国
大
名
権
力
や
織
豊
政
権
に
よ
る
上
か

越
前
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
が
、
隣
国
加
賀
に
つ
る
下
田
中
左
衛
門
次
郎
に
お
い
て
、
地
主
的
土
地
所
ら
の
強
制
は
一
切
み
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
池
田
庄

い
て
の
状
況
か
ら
、
周
年
越
前
に
お
い
て
も
疫
病
が
渚
拡
大
が
顕
著
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
ま
さ
に
、
水
海
村
の
有
力
農
民
に
と
っ
て
領
主
化
は
、
従
来
考

流
行
り
、
多
く
の
死
者
が
出
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
地
主
的
土
地
所
有
拡
大
は
、
農
民
等
が
凶
作
、
飢
鐙
え
ら
れ
て
い
た
ほ
ど
の
メ
リ
ッ
ト
は
な
か
っ
た
も
の

く
な
い
。
疫
病
が
蔓
延
し
、
死
者
が
大
量
に
出
れ
ば
、
を
の
り
こ
え
生
き
残
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
だ
っ
た
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
公
方
H
領
主
は
、
あ
く
ま
で

当

然

農

作

物

の

収

穫

に

も

少

な

か

ら

ず

影

響

を

及

ぼ

で

あ

る

。

土

地

を

め

ぐ

る

紛

争

の

裁

定

者

と

し

て

期

待

さ

れ

て

す
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
翌
年
一
五
六
二
年
(
永
先
述
し
た
様
に
一
四
八
六
年
(
文
明
十
八
)

i
一
い
た
存
在
で
あ
り
、
各
小
村
H
惣
の
連
合
組
織
で
あ

禄
五
)
の
段
階
で
、
前
年
の
作
柄
が
悪
い
と
い
う
状
五
八
一
年
(
天
正
九
)
ま
で
、
池
田
庄
の
上
級
領
主
る
惣
谷
中
の
維
持
の
た
め
に
有
力
農
民
が
、
公
方
や

況
が
出
現
し
て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
。
と
し
て
鞍
谷
氏
が
存
在
し
た
が
、
そ
の
後
池
田
庄
を
そ
の
配
下
の
武
士
の
被
官
に
な
る
必
要
は
な
か
っ
た

さ
ら
に
、
一
五
七
二
年
(
一
元
亀
三
)
段
階
で
も
、
含
む
今
立
郡
の
支
配
者
は
、
何
度
か
変
遷
し
て
い
つ
の
で
あ
る
。
戦
国
末
期
か
ら
、
近
世
に
む
け
て
水
海

村
衆
が
進
退
す
る
神
田
が
不
作
に
な
っ
て
い
る
こ
と
た
が
、
鞍
谷
氏
か
ら
、
一
六

O
O年
(
慶
長
五
)
九
村
に
と
っ
て
必
要
だ
っ
た
の
は
、
惣
谷
中
の
維
持
で

た=て・
0士旦」

西
村
御
地
蔵
之
神
田

ケ

所
を

作

出
し

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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あ
り
、
有
力
農
民
の
領
主
化
で
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
武
田
領
国
の
郷
村
の
分
析
を
通
し
て

平
山
氏
は
、
村
落
上
層
民
を
「
小
領
、
王
」
と
は
据
え

な
い
立
場
を
取
っ
て
い
匂
そ
の
理
由
の
一
っ
と
し

て
、
村
落
上
層
民
の
み
が
武
力
を
独
占
的
に
保
持
し

て
お
ら
ず
、
郷
村
全
体
が
武
力
を
日
常
的
に
保
持
し

て
い
た
点
を
あ
げ
て
い
る
。

越
前
に
お
い
て
も
、
村
落
住
民
が
武
力
を
日
常
的

に
保
持
し
て
い
た
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
事
例
か
ら

確
認
で
き
匂

一
五
七
五
年
(
天
正
三
)
の
織
田
信
長
に
よ
る
越

前
再
制
後
、
越
前
の
軍
事
指
揮
権
を
与
え
ら
れ
た
柴

田
勝
家
は
、
本
願
寺
派
一
撲
の
残
党
の
蜂
起
に
備
え
、

越
前
各
地
で
反
本
願
寺
勢
力
で
あ
る
高
田
派
寺
院
と

そ
の
門
徒
に
対
し
て
、
万
な
ど
で
武
装
す
る
こ
と
を

奨
励
し
て
い
る
。

①

以

上

(
頼
照
)

今
度
下
関
筑
後
法
橋
被
討
捕
、
忠
節
無
比
類
付
市
、

其
方
門
徒
帰
参
入
之
儀
、
可
有
御
進
退
之
旨
、

(
柴
田
)

勝
家
折
氏
巾
を
被
遣
之
候
、
井
黒
目
・
米
納
津
・
野

中
・
下
野
此
四
ケ
村
之
者
共
、
腰
(
力
武
具
等
致
用

意
、
弥
可
忠
節
旨
、
被
申
出
候
条
、
被
成
其
心
得
、

可
被
申
付
者
也
、
伯
如
件
、

竹
間

戦
国
期
越
前
の
村
落
構
造

柴
田
源
左
衛
門
尉
天
正

参
② 

十
月
十
八
日

称
名
寺

床
下

(
柴
田
勝
家
)

(
黒
印
)

端
書
無
之
、

当
御
門
徒
大
坂
各
別
旨
被
聞
召
届
候
、
然
上
者
、

兵
具
略
御
忠
節
肝
要
候
、
自
然
下
々
乱
之
儀
於
在

之
者
、
相
拘
可
有
御
注
進
候
、
殊
御
門
家
中
、
為

印
押
判
被
遣
候
由
尤
ニ
候
、
恐
々
謹
言
、

佐
久
間
玄
蕃
助盛

政
(
花
押
)

勝
定
(
花
押
)

(
天
正
四
年
)

五
月
廿
三
日

高
田

専
修
寺

玉
床
1
1
)

①
で
は
、
坂
井
郡
黒
目
の
高
田
派
称
名
寺
が
、
一

向
一
撲
の
惣
大
将
で
あ
る
下
関
頼
照
を
討
ち
取
っ
た

こ
と
を
褒
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
本
願
寺
派
一
撲

に
対
し
て
、
黒
目
な
ど
称
名
寺
門
徒
の
四
ケ
村
の
者

共
が
、
腰
万
武
具
等
を
用
意
し
忠
節
を
尽
し
た
い
と

の
要
望
一
が
許
可
さ
れ
た
。

②
で
も
、
吉
岡
田
派
専
修
寺
門
徒
に
兵
具
を
備
え
て

忠
節
を
尽
す
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

①
、
②
と
も
に
、
反
本
願
寺
派
で
あ
る
高
田
派
寺

院
の
門
徒
が
、
武
具
を
常
備
し
、
織
田
政
権
も
こ
れ

を
奨
励
し
、
敵
対
勢
力
で
あ
る
本
願
寺
派
に
対
し
て

臨
戦
体
制
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
池
田
下
庄
は
大
野
郡
の
高
田
、
派
折
立

称
名
寺
の
勢
力
範
囲
で
、
ほ
ぽ
一

O
O
%高
田
派
の

門
徒
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
勺
)
折
立
称
名
寺
が
あ

っ
た
大
野
郡
の
三
分
の
二
は
、
当
時
金
森
長
近
が
支

配
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
そ
の
家
臣
遠
藤
惣
兵
衛
は

折
立
称
名
寺
に
対
し
て
、
「
下
々
万
之
儀
、
今
時
分

之
事
候
問
、
不
幸
口
候
問
、
も
と
め
候
て
も
御
さ
、
せ

可
然
存
候
」
と
称
名
寺
配
下
の
者
に
購
入
し
て
で
も

刀
を
差
さ
せ
る
の
が
大
事
で
あ
る
と
指
令
し
て
い

(
お
)

る
。
お
そ
ら
く
、
折
立
称
名
寺
配
下
の
池
田
下
庄
水

海
村
に
も
同
様
な
指
令
が
下
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る。
下
々
の
者
に
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
万
を
購
入
さ
せ
る
と

い
う
こ
と
は
、
一
般
の
村
衆
(
村
の
自
治
に
参
加
す

る
資
格
を
有
す
る
村
落
成
員
)
は
、
当
然
常
時
武
器

を
保
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
戦
い
に

備
え
て
兵
具
を
用
意
す
る
だ
け
で
は
、
い
ざ
と
い
う

時
に
充
分
対
応
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
日
常
的
に

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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四
十
二
巻
一
号

村
と
し
て
軍
事
訓
練
す
る
必
要
が
あ
っ
弘
)
な
農
民
支
配
権
を
確
立
し
て
い
た
一
方
ち
)
こ
の
よ
戦
国
末
期
越
前
で
は
、
一
五
七
三
年
(
天
正
元
)

こ
の
よ
う
に
、
高
田
派
寺
院
折
立
称
名
寺
配
下
の
う
に
池
田
庄
は
朝
倉
氏
領
国
の
中
で
も
特
異
な
も
の
の
朝
倉
氏
滅
亡
以
後
、
戦
乱
が
う
ち
続
き
、
政
権
が

水
海
村
で
は
、
敵
対
勢
力
で
あ
る
本
願
寺
派
の
蜂
起
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
有
力
農
民
ら
は
、
つ
短
期
間
に
変
遷
し
て
い
き
、
近
世
初
頭
ま
で
領
主
が

に
備
え
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
い
に
武
家
被
官
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
農
民
と
し
て
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
る
。
池
田
庄
に
お
い
て

最
前
か
ら
繰
り
返
し
て
い
る
よ
う
に
、
村
全
体
と
し
村
に
残
る
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
地
主
的
土
地
も
、
上
級
領
主
鞍
谷
氏
は
最
終
的
に
一
五
八
一
年

て
兵
具
を
用
意
し
、
軍
事
訓
練
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
拡
大
も
、
有
力
農
民
と
村
落
と
の
対
立
、
分
裂
を
生
(
天
正
九
)
に
越
中
へ
去
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

す
な
わ
ち
、
下
回
中
氏
に
代
表
さ
れ
る
有
力
農
民
の
み
だ
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
結
果
と
し
て
何
故
、
そ
の
配
下
の
在
地
領
主
池
田
氏
は
、
既
に
一
五
七
こ

み
が
武
力
を
独
占
し
て
合
戦
に
参
加
し
て
い
た
わ
け
離
村
し
武
家
被
官
に
な
る
者
が
一
人
も
い
な
い
と
い
年
(
元
亀
二
一
)
に
滅
亡
し
て
い
る
。
氏
家
氏
ら
鞍
谷

で
は
な
く
、
支
配
者
側
も
村
と
し
て
の
武
力
保
持
と
っ
た
現
象
が
お
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
局
、
水
氏
代
官
の
去
就
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
様
な
激
動
期

村
の
自
衛
を
奨
励
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
海
村
に
お
い
て
有
力
農
民
を
在
村
さ
せ
る
方
向
に
導
に
池
田
下
庄
水
海
村
で
は
、
村
堂
を
拠
点
に
結
集
し

武
力
保
持
は
、
①
で
み
た
と
お
り
、
あ
く
ま
で
村
側
い
た
地
主
的
土
地
拡
大
と
は
、
村
落
内
部
で
の
兵
農
た
村
衆
の
代
表
で
あ
る
惣
代
に
よ
っ
て
、
村
の
下
部

の
主
体
的
対
応
、
慣
行
で
あ
り
、
支
配
者
で
あ
る
織
分
離
を
推
進
す
る
条
件
に
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
組
織
で
あ
る
惣
H
小
村
が
運
営
さ
れ
て
い
た
。
各
惣

国
政
権
が
強
制
し
た
も
の
で
な
い
点
に
注
意
し
た
い
。
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
小
領
主
」
と
し
て
位
置
の
連
合
体
は
、
名
の
解
体
過
程
に
伴
い
「
百
姓
中
」

以
上
の
よ
う
に
、
平
山
氏
が
武
田
領
国
の
郷
村
で
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
水
海
村
の
有
力
農
民
は
、
か
ら
「
惣
谷
中
L

へ
変
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
変
化

指
摘
し
た
如
く
、
武
力
の
保
持
と
い
う
関
点
か
ら
見
戦
国
末
期
に
土
地
集
積
を
行
い
地
主
化
し
て
い
く
が
、
は
、
村
落
住
民
の
主
体
的
な
意
志
決
定
に
よ
る
も
の

れ
ば
、
池
田
下
庄
水
海
村
の
有
力
農
民
層
も
、
「
小
前
述
の
如
く
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
凶
作
・
飢
鍾
と
い
で
あ
る
。

領
主
」
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
。
っ
た
村
全
体
の
危
機
的
状
況
を
乗
り
切
る
た
め
の
方
永
禄
期
以
降
水
海
村
に
お
い
て
も
、
地
主
的
土
地

一
節
で
触
れ
た
様
に
、
池
田
庄
は
戦
国
大
名
朝
倉
策
で
あ
っ
た
と
一
言
、
え
よ
う
。
こ
こ
に
、
村
落
内
部
に
所
有
拡
大
が
顕
著
に
な
る
が
、
土
地
の
売
券
・
譲

氏
の
直
接
的
な
支
配
が
及
ば
ず
、
越
前
守
護
の
系
譜
お
い
て
対
立
・
分
裂
を
生
む
余
地
は
な
く
、
ま
し
て
、
状
・
預
り
状
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
土
地
所
有
権
と
諸

を
引
く
鞍
谷
氏
が
上
級
権
力
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
土
地
を
集
積
し
地
主
化
し
た
有
力
農
民
が
武
家
の
末
年
貢
・
雑
税
負
担
の
義
務
は
一
体
化
し
て
お
り
、
新

配
下
の
池
田
氏
や
代
官
が
現
地
の
支
配
に
あ
た
っ
て
端
と
し
て
、
領
主
化
す
る
必
然
性
は
な
か
っ
た
の
で
た
な
土
地
所
有
者
が
、
土
地
に
賦
課
さ
れ
る
租
税
負

い

た

。

越

前

で

は

文

明

期

二

五

世

紀

後

半

)

以

降

、

あ

る

。

担

の

義

務

を

負

っ

て

い

た

。

こ

れ

に

よ

っ

て

諸

年

朝

倉

氏

が

国

人

層

の

広

汎

な

被

官

化

に

成

功

し

強

力

貢

・

公

事

の

収

取

体

系

が

維

持

さ

れ

、

在

地

秩

序

が

ま
と
め
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維
持
さ
れ
て
い
た
。
地
主
的
土
地
拡
大
は
、
当
時
の
勢
力
が
蜂
起
し
国
内
の
大
半
を
制
圧
し
、
や
が
て
本

凶
作
・
飢
鐙
を
契
機
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
願
寺
政
権
が
成
立
す
る
。
し
か
し
、
本
願
寺
門
徒
等

売
主
・
預
け
主
は
、
土
地
を
手
離
す
こ
と
に
よ
り
、
は
、
大
坂
か
ら
下
向
し
て
き
た
本
願
寺
政
権
の
支
配

一
時
金
や
米
を
得
た
う
え
で
貢
納
負
担
か
ら
解
放
さ
者
で
あ
る
坊
官
や
地
元
の
大
坊
主
に
対
し
不
満
を
持

れ
た
。
地
主
的
土
地
拡
大
は
、
あ
く
ま
で
凶
作
、
飢
つ
よ
う
に
な
る
。
「
坊
主
達
ハ
後
生
ヲ
コ
ソ
頼
タ
レ
、

健
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
と
位
或
ハ
下
部
ノ
ゴ
ト
ク
荷
ヲ
持
セ
、
或
ハ
下
人
ノ
ゴ
ト

置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
過
程
の
ク
鑓
ヲ
カ
タ
ネ
サ
セ
召
使
ワ
ル
、
事
一
向
不
心
得
次

中
で
、
土
地
集
積
を
行
っ
た
有
力
農
民
と
村
落
と
の
第
ナ
ム
)
と
い
う
彼
等
の
云
様
こ
そ
、
当
時
の
一
般

聞
で
、
対
立
・
分
裂
を
見
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
農
民
の
本
心
で
は
な
か
っ
た
か
。
坊
主
の
存
在
理
由

さ
ら
に
、
地
主
化
し
た
有
力
農
民
下
田
中
氏
は
、
は
、
門
徒
の
後
生
を
保
証
す
る
こ
と
で
あ
り
、
領
主

「
小
領
主
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
は
な
く
、
と
し
て
支
配
権
を
行
使
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の

同
氏
は
一
貫
し
て
、
領
主
化
の
道
は
指
向
す
る
こ
と
で
あ
る
。
水
海
村
に
お
い
て
有
力
農
民
等
が
あ
く
ま

は
な
く
在
村
し
農
と
し
て
の
道
を
進
み
、
近
世
に
至
で
、
在
村
の
道
を
選
ぴ
、
領
主
化
を
指
向
し
な
か
っ

り
庄
屋
と
な
っ
た
。
武
家
被
官
と
な
る
こ
と
で
領
主
た
理
由
を
解
く
鍵
が
、
こ
の
辺
に
あ
る
の
で
は
な
か

化
す
る
こ
と
の
価
値
と
は
、
村
落
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ろ
う
か
。

ど
の
意
味
を
持
っ
た
の
か
疑
問
を
持
た
ず
に
は
お
れ

な
い
。本

文
で
触
れ
た
様
に
、
水
海
村
は
真
宗
高
田
派
の

配
下
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
注

目
さ
れ
る
の
は
、
高
田
派
と
敵
対
し
て
い
た
本
願
寺

派
門
徒
の
動
向
で
あ
る
。

朝
倉
氏
滅
亡
の
翌
年
一
五
七
四
年
(
天
正
二
)
越

前
で
は
、
織
田
政
権
内
部
の
対
立
に
乗
じ
て
、
一
一
際

13 

竹
間

戦
国
期
越
前
の
村
落
構
造

主(1)
拙
稿
「
戦
国
期
越
前
に
お
け
る
領
主
層
と
村
落
L

『
戦
国
史
研
究
』
鈎
号

(2)
「
鵜
甘
神
社
原
神
主
家
文
書
」
解
題
『
福
井
県
史
』

資
料
編
6
以
下
「
神
社
文
書
」
と
略
す
。

(
3
)
(
2
)
と
同
じ

(4)
平
山
優
「
戦
国
大
名
領
国
下
に
お
け
る
郷
村
の
構
造

に
つ
い
て
」
『
年
報
中
世
史
研
究
』
四
号

(5)
『
池
田
町
史
』
、
松
浦
義
則
「
柴
田
勝
家
の
越
前
検

地
と
村
落
」
『
戦
国
大
名
論
集
』
口
織
田
政
権
の
研

究
、
た
だ
し
、
各
小
村
の
初
見
年
代
は
そ
れ
ぞ
れ
異

な
っ
て
い
る
。

(
6
)
(
1
)
と
同
じ
。
上
庄
の
支
配
に
当
た
っ
て
い
た
在
地

領
主
池
田
氏
は
、
一
五
七
二
年
(
元
亀
一
二
)
織
田
氏

に
内
通
し
た
廉
で
、
朝
倉
義
景
に
成
敗
さ
れ
滅
亡
し

て
い
る
。

(7)
「
神
社
文
書
」
八
号

(8)
松
原
信
之
「
越
前
国
池
田
庄
と
池
田
氏
」
『
福
井
県

地
域
史
研
究
』
第
日
号
。
な
お
鞍
谷
氏
つ
い
て
は
、

松
原
「
朝
倉
史
雑
禄
L

『
福
井
県
地
域
史
研
究
』
第

8
号
に
詳
細
じ
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
9
)
「
神
社
文
書
L

二
ハ
号
、
一
八
号

(
m
)
(
l
)
、
(
8
)
と
同
じ

(
日
)
寸
神
社
文
書
」
二
二
号

(
ロ
)
戦
国
期
政
所
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
藤
木
久
志
『
戦

国
の
作
法
』
参
照

(
日
)
『
池
田
町
史
』

(
比
)
「
神
社
文
書
」
二
四
号
。
水
海
村
の
名
の
名
称
に
関

し
て
は
、
一
四
二
五
年
(
応
永
=
二
乙

j

一
五
七
三

年
(
天
正
元
)
ま
で
、
江
三
郎
名
、
助
一
万
名
、
定
政

名
、
国
末
名
、
家
一
房
名
、
清
友
名
、
助
友
名
、
定
末

名
が
確
認
で
き
る
。
(
『
池
田
町
史
』
)

(
日
)
松
浦
前
掲
論
文

(
日
)
「
神
社
文
書
」
二
五
号

(
口
)
「
神
社
文
書
」
一
一
一
号

(
国
)
「
神
社
文
書
」
二
O
号

(
日
)
「
神
社
文
書
」
四
号

(
初
)
「
神
社
文
書
」
八
号
、

一二百方、

一
四
号
、

一
五
号

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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若
越
郷
土
研
究

四
十
二
巻
一
号

(
幻
)
「
神
社
文
書
」
九
号

(
幻
)
「
神
社
文
書
」
三
号
、
六
号
、

(
お
)
寸
神
社
文
書
し
一

O
号

(M)
①
「
神
社
文
書
」
七
号
、
②
「
神
社
文
書
」

(
お
)
「
神
社
文
章
官
」
解
題

(
お
)
(
刊
日
)
と
同
じ

(
幻
)
「
神
社
文
書
」
一
七
号

(
お
)
藤
木
久
志
『
雑
一
(
実
た
ち
の
戦
場
』

(m)下
回
中
左
衛
門
次
郎
が
関
与
す
る
土
地
問
題
関
係
の

文
書
は
、
一
六

O
O年
(
慶
長
五
)
九
月
十
八
日
付

「
左
衛
門
二
郎
団
地
請
取
状
」
を
最
後
と
し
て
い
る
。

(
「
神
社
文
書
二
一
五
号
)
こ
許
請
取
状
初
，

F
t、

本
文
で
紹
介
し
た
様
に
、
「
少
ゃ
く
ハ
く
ほ
う
様

谷
の
な
ミ
に
可
仕
候
」
と
あ
り
、
鞍
谷
氏
と
は
異
な

る
公
方
H
領
、
玉
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ち
な
み
に
、
当
時
の
池
田
庄
の
支
配
者
は
不
明
で
あ

る
が
、
府
中
を
支
配
し
て
い
た
の
は
、
堀
尾
可
晴
で

あ
る
(
『
福
井
県
史
』
通
史
編
3
近
世
二

(
初
)
平
山
優
「
武
田
領
国
の
郷
村
の
乙
名
衆
」
『
戦
国
史

研
究
』
幻
号

(
汎
)
「
朝
倉
始
末
記
」
『
蓮
如
一
向
一
挨
』

(
辺
)
拙
稿
「
一
撲
文
字
瓦
の
年
代
比
定
L

『
若
越
郷
土
研

究』

ω

6

(
お
)
①
寸
称
名
寺
文
書
」
一
一
号
『
福
井
県
史
』
資
料
編
4

②
「
法
雲
寺
文
書
」
四

O
号
『
福
井
県
史
』
資
料
編

r
D
 

(
M
A
)

辻
川
達
雄
氏
の
御
教
示

(
お
)
「
稽
名
寺
文
書
」
九
号
『
福
井
県
史
』
資
料
編
7
、

こ
の
文
書
の
日
付
は
二
月
十
六
日
で
年
代
は
不
明
だ

が
、
状
況
か
ら
判
断
し
て
、
一
五
七
六
年
(
天
正

二
二
号
な
と

号

四
)
以
降
の
も
の
で
あ
る
と
推
定
き
れ
る
。

(
お
)
十
五
世
紀
以
降
、
村
々
は
自
ら
の
生
活
を
か
け
て
、

武
力
を
日
常
的
に
保
持
し
、
ふ
だ
ん
の
ナ
ワ
パ
リ
争

い
の
な
か
で
、
有
事
の
際
の
対
応
を
確
立
し
て
い
た
。

(
藤
木
久
志
『
戦
国
の
作
法
』
)

(
幻
)
重
松
明
久
「
越
前
一
向
一
撲
に
つ
い
て
L

会
と
一
向
一
撲
』

(
お
)
(
出
)
と
同
じ

『
中
世
社
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